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(57)【要約】
　ユーザの上歯および下歯の少なくとも一部に動作可能
に嵌合する上方および下方の歯板であって、前記上方お
よび下方の歯板が可撓性材料から作成され、下方歯板が
2対の間隔を置いて配置された柱を有し、各対が前方お
よび後方の柱からなり、前記対が下方歯板の両側に存在
する上方および下方の歯板と、頬部内で上方歯板の両側
に取り付けられた2つの脱着可能な水平変位インサート
と、下方歯板に取り付けられ、歯の正確な垂直の位置決
めが行われるように配置された2つの脱着可能な垂直変
位インサートとを備え、それによって各水平変位インサ
ートが、それぞれ前方および後方の柱の間に動作可能に
保持されて、下顎の前進が維持される下顎前進装置。下
顎前進装置の作成方法についても特許請求する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの上歯および下歯の少なくとも一部に動作可能に嵌合する上方および下方の歯板
であって、前記上方および下方の歯板が可撓性材料から作成され、
　前記下方歯板が2対の間隔を置いて配置された柱を有し、前記各対が前方および後方の
柱からなり、前記対が前記下方歯板の両側に存在する上方および下方の歯板と、
　頬部内で前記上方歯板の両側に取り付けられた2つの脱着可能な水平変位インサートと
、
　前記下方歯板に取り付けられ、前記歯の正確な垂直の位置決めが行われるように配置さ
れた2つの脱着可能な垂直変位インサートと、を備え、
　それによって前記各水平変位インサートが、それぞれ前記前方および後方の柱の間に動
作可能に保持されて、前記下顎の前進が維持される下顎前進装置。
【請求項２】
　前記各水平変位インサートの寸法が、一連の予備形成構成要素から選択可能である、請
求項1に記載の下顎前進装置。
【請求項３】
　前記各垂直変位インサートの寸法が、一連の予備形成構成要素から選択可能である、請
求項1または2に記載の下顎前進装置。
【請求項４】
　前記板が、弾性のままである可撓性樹脂から形成される、請求項1から3のいずれか一項
に記載の下顎前進装置。
【請求項５】
　ユーザの上歯および下歯の少なくとも一部に動作可能に嵌合する上方および下方の歯板
を備える下顎前進装置であって、前記上方および下方の歯板が別個の構成要素として形成
され、共に動作可能に弾性的に保持され、前記上方および下方の板が相互運用可能な機械
的構成を含み、それによって下顎の予め規定された前進が前記装置によって動作可能に保
持されている下顎前進装置。
【請求項６】
　前記上方および下方の板の垂直変位が、取外し可能なインサートによって規定されてい
る、請求項5に記載の下顎前進装置。
【請求項７】
　前記上方および下方の板の水平変位が、取外し可能なインサートによって規定されてい
る、請求項5または6に記載の下顎前進装置。
【請求項８】
　下顎前進装置の作成方法であって、
　(a)上歯および下歯の圧痕を取得して測定咬合採得を行うステップを含む、ユーザの診
察を行うステップと、
　(b)前記圧痕からモデルを作成するステップと、
　(c)前記モデルに基づいて別個の上方および下方の板を作成するステップであって、前
記板がユーザの前記上歯および下歯の少なくとも一部に動作可能に嵌合するように適合さ
れ、前記下方および上方の歯板が別個の構成要素として形成され、前記上方および下方の
板が相互運用可能な機械的構成を含むステップとを少なくとも含み、
　(d)それによって前記装置が、前記下顎の予め規定された前進を動作可能に維持するよ
うに適合される方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、睡眠時無呼吸および他の気道閉塞状態の発生率を低減するための下顎前進装
置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　一般に認められているように、いびきおよび閉塞性睡眠時無呼吸は、眠っている人の舌
が、狭窄した気道を完全または部分的に閉塞するときに起こる。運動や減量など生活様式
の変化は、脂肪の減少および咽頭筋緊張の増加により、狭窄した気道の改善に有益である
。しかし、この方法はすべての患者の状態を解決するものではない。こうした状態を治療
するための様々な装置および方法が提案されている。
【０００３】
　下顎(下あご)を患者の上顎に対して習慣的位置から前方かつ下方に移動させる装置は、
舌も口腔内で前方かつ下方に移動させ、それによって、舌が気道を閉塞し、または部分的
に閉塞する可能性を低減させると考えられる。こうした装置は下顎前進装置として周知で
ある。
【０００４】
　Palmisanoの特許文献１に開示されたこうした一装置は、上方および下方の歯板が患者
の下顎および上顎に取り付けられた構成を有する。板は係合傾斜面を画定し、その傾斜面
は、患者の顎が閉じるときに、患者が器具内に患者の顎を閉じるために、表面の係合が上
顎に対して患者の下顎を習慣的位置から前方に離れるように移動させるように方向付けら
れている。
【０００５】
　特許文献１に記載された装置にはいくつかの欠点がある。装置を作動させるのに必要な
力を加えるため、上方および下方の板が患者の歯の切縁を覆って、装置が口の破壊力に耐
えることができるようになされている。実際には、Somnomed Limitedによって提供される
市販版の装置は、両歯列の咬合に少なくとも2.5mmの厚さを有するように作成される。こ
れは、正確に測定した垂直のガイドラインによって患者の咬合採得が阻止されるために特
に問題である。また、この装置は全般的にかさばり、邪魔であり、患者の快適性を比較的
妨げるため、(患者は不快な装置を装着したがらないため)患者によるノンコンプライアン
スが促される。市販の装置が作成される硬い材料は装着するのが不快である。
【０００６】
　例えば特許文献２に記載されているように、上方および下方の板が伸縮コネクタによっ
て互いに連結された他の下顎前進装置が開示されている。こうした装置では、連結部が患
者の口腔内に侵入して不快感を引き起こすため、ノンコンプライアンスが促される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第００／０１３１７号パンフレット
【特許文献２】国際公開第９５／１９７４６号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、使用の際に効果的であり、装着がより快適な下顎前進装置を提供する
ことである。
【０００９】
　広範には、本発明は、下顎が前進位置に配置されたときに挿入され、ある程度の顎の運
動を可能にしながら、下顎をその位置に保持する機能を果たす装置を提供する。それによ
って、あまり剛性が高くない装置を使用することができるようになり、ユーザに快適性の
向上をもたらすことができる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一態様によれば、本発明は、
　ユーザの上歯および下歯の少なくとも一部に動作可能に嵌合する上方および下方の歯板
であって、前記上方および下方の歯板が可撓性材料から作成され、



(4) JP 2010-508131 A 2010.3.18

10

20

30

40

50

　前記下方歯板が2対の間隔を置いて配置された柱を有し、前記各対が前方および後方の
柱からなり、前記対が前記下方歯板の両側に存在する上方および下方の歯板と、
　頬部内で前記上方歯板の両側に取り付けられた2つの脱着可能な水平変位インサートと
、
　前記下方歯板に取り付けられ、前記歯の正確な垂直の位置決めが行われるように配置さ
れた2つの脱着可能な垂直変位インサートと、を備え、
　それによって前記各水平変位インサートが、それぞれ前記前方および後方の柱の間に動
作可能に保持されて、前記下顎の前進が維持される下顎前進装置を提供する。
【００１１】
　別の態様によれば、本発明は、ユーザの上歯および下歯の少なくとも一部に動作可能に
嵌合する上方および下方の歯板を備える下顎前進装置であって、前記上方および下方の歯
板が別個の構成要素として形成され、共に動作可能に弾性的に保持され、前記上方および
下方の板が相互運用可能な機械的構成を含み、それによって下顎の予め規定された前進が
前記装置によって動作可能に保持される下顎前進装置を提供する。
【００１２】
　別の態様によれば、本発明は、下顎前進装置の作成方法であって、
　(a)上歯および下歯の圧痕を取得して測定咬合採得を行うステップを含む、ユーザの診
察を行うステップと、
　(b)前記圧痕からモデルを作成するステップと、
　(c)前記モデルに基づいて別個の上方および下方の板を作成するステップであって、前
記板がユーザの前記上歯および下歯の少なくとも一部に動作可能に嵌合するように適合さ
れ、前記下方および上方の歯板が別個の構成要素として形成され、前記上方および下方の
板が相互運用可能な機械的構成を含むステップとを少なくとも含み、
　それによって前記装置が、前記下顎の予め規定された前進を動作可能に維持するように
適合される方法を提供する。
【００１３】
　次に本発明の例示の実施形態を添付の図を参照して記載する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】患者の歯および歯肉のモデル上に配置された本発明を実施する下顎前進装置を示
す右側面図である。
【図２】装置を装着した口の開口を示す図1の装置の右側面図である。
【図３】装置を装着した口の開口を示す図1の装置の正面図である。
【図４】装置を装着した口の開口を示す図1の装置の左側面図である。
【図５】図1の装置の下方部分を示す図である。
【図６】図1の装置の上方部分を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明を主に特定の実装形態を参照して記載する。しかし理解されるように、代替構成
および構造を使用して本発明を実施することもできる。例示の実施形態は、本発明を例示
するものであり、本発明を限定するものではない。
【００１６】
　図面を参照すると、図1から6は本発明を実施する下顎前進装置10を示している。
【００１７】
　装置10は、上顎の歯11に嵌合するマウスガードと同様の上方歯板12の形態の上方取付け
部材および下顎の歯13上に嵌る下方歯板14の形態の下方取付け部材を含む。
【００１８】
　上方板12および下方板14は患者の口腔のキャストを使用して成形される。これらの板は
、可撓性の永久弾性樹脂を使用して作成されることが好ましい。ivocap elastomer(商標)
として周知の市販の製品が特に適していることが判明した。このエラストマーは、適量の
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可塑剤を含んで非常に弾性かつ耐引裂性になされた熱硬化のメタクリレートポリマーであ
る。さらに、このエラストマーは、板12、14が完成したときに、安全な、モノマーが含ま
れていない製品を提供することができる。
【００１９】
　板12、14は、締まり嵌めによる保持力によって患者の歯11、13上の定位置に保持される
が、樹脂が可撓性であるために容易に取り外すことができる。板の設計は、板が患者によ
って特定の方法で挿入されるようになされる。板は(以下でさらに説明するように)弾性材
料によって連結され、下顎がある程度突き出た状態で、連結された構成物がユーザの歯に
嵌合される。板は、定位置に配置された後、適所に保持され、下顎を所望の前進位置に保
持する働きをする。この構成は、板間の何らかの作用によって前進を機械的にもたらすの
ではなく、前進を保持するものであり、この構成物はあまり剛性が高くないようにするこ
とが可能であり、患者の口腔内であまり邪魔にならない。
【００２０】
　歯11、13の咬合面が覆われるが、板12、14はかさばるものではない。そのため、患者に
オープンスペースの感覚が与えられる。なぜなら咬合面が固有感覚的にスペースを知覚す
るからである。音声ゾーンは口蓋膜皺上にある。装置はこの領域をまったく覆わないため
、飲み込んだり唇をなめたりするときに妨げにならないために、患者のコンプライアンス
が最適化される。固有感覚(Pro-proprioceptive)の影響によって、人は自分の唇をすぼめ
、舌を出して唇をなめるのに十分なだけ歯を分離させる。これは、アクリルの厚い層が歯
の上面を覆って存在する状態では不可能である。
【００２１】
　下方板14は板14の両側に後柱16および前柱18を備える。この2つの間隔を置いて配置さ
れた柱16、18は下方板14の両側から上に突き出る。後柱16は全般的に臼歯の領域内に存在
し、前柱18は小臼歯の領域の前方に位置付けられる。通常約2～3cmにわたる間隙18aが各
対の柱の間に画定される。柱は下方板14を保持し、上方板に対する下方板14の動きを制限
する働きをするが、間隙によって顎が互いにある程度移動できるようになる。
【００２２】
　上方板12はそれぞれ頬側に加工された空隙12aを含む。これらの空隙12a内に脱着可能な
水平変位インサート20が取り付けられる。インサート20は上方板12の両側から外側に突き
出る。インサート20は、加工された空隙12a内に取り付けられて、上方頬側シールド上の
インサート20の位置を前進、または後退させて、上顎に対する下顎の位置を変更し、患者
の咬合を最適に位置付けることができる。便利には、インサート20に例えば1、3、5、お
よび7mmなど予備形成した増分を与えることができる。タブは通常、幅1.2cmから2cmを有
し、図6で最もよく見ることができる。
【００２３】
　図5は、下方板のエラストマー内の加工された空隙14a内に着座する脱着可能かつ交換可
能な垂直インサート22を示す。このインサート22は、臨床医が仕上げ加工されカスタマイ
ズされた器具10内で患者の咬合の垂直運動を変えることができるようにするものである。
図で示したインサート22はスナップ嵌めされる。便利には、臨床医が(挿入しない、すな
わちゼロが選択肢であるが)7mmまでの調整を行うことができるようにする1、3、5、およ
び7mmの増分を有する予備形成された構成要素としてインサート22を供給することができ
る。
【００２４】
　インサート20、22は、口腔環境に露出される装置および物品に安全に使用することがで
きるように食品用品質の射出成形ポリプロピレンから形成されることが好ましい。当然、
任意の他の適した材料を使用することもできる。
【００２５】
　図2、3、および4で最もよく見ることができるように、突起部30、32がそれぞれ水平お
よび垂直のインサート20、22上に設けられる。突起部30、32は、弾性ループ34を突起部30
と32の間に取り付けるための溝を画定して、患者の顎が眠っている状態で患者の筋肉が弛
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緩しているときに、患者が自分の顎を閉じた状態に保持する助けをする。弾性材料は口腔
内に24時間装着されるように作成された適切な歯科用弾性材料である。
【００２６】
　図1から4で示したように、使用の際に患者が上方および下方板を装着する場合、下側の
顎すなわち下顎が前進位置に存在するときに、水平インサート20が2対の柱16と18の間に
位置付けられる。しかし、2つの柱の間隙によって、装着者が自分の下顎をわずかに前方
に移動させるのに十分な運動の自由度が可能になる。したがって、随意の前方運動を可能
にしながら、咬合採得または咬合の調整をすることができる。この装置は、下顎の前進を
考慮して、患者が自分の口を最大限に開けることができるようにする。
【００２７】
　装置を製造するために、患者の顎の上部および下部の圧痕が得られる。測定咬合採得が
行われる。手順は他の目的で圧痕を得るために使用される手順と同様であり、当業者には
周知であるため、さらに記載しない。こうしたアイテムが器具の作成のために研究所に送
られる。研究所では、モデルが複製され、歯科医によって提供された咬合採得に合わせら
れる。
【００２８】
　安静空隙を評価して、どの垂直構成要素インサート22が器具の作成に必要であるかを決
定する。間隙が3mmよりも大きい場合は3mmのブロックが使用される。それによって、咬合
を変更する必要がある場合に、作成後の後期段階で歯科医によって増加または減少するこ
とができる。
【００２９】
　突出位は、モデルを使用し、モデルを咬頭嵌合位に配置し、上部および下部モデル上の
位置をマークすることによって評価される。次いで咬合が採得され、突出位が第2の印と
して下部モデルにマークされる。これらの位置の相違は、最大の統計に基づく位置に向け
て患者の下顎が移動された距離を示す。
【００３０】
　次いで、この測定に関して水平インサート20が選択される。例えば患者が4mm前方に移
動された場合、開業医は突出位を低減する必要があり、最大5mmまで低減することができ
る。この決定は、患者のクラス関係並びにクラスに可能な突出によって計測され、クラス
2はクラス3またはクラス1よりも突出することができる。クラスとは3つの主な歯科矯正顎
関係の分類を指し、上顎-下顎関係に関連する。
【００３１】
　垂直変位インサート22が下部ワックス内に設置される。以下は好ましい位置決めプロト
コルである。
　・　下部モデル上の前方隆起部18を引き出す。これは犬歯の1/3遠位であり犬歯の8mm遠
位である。
　・　上部モデルを局所解剖学的に見て、正中縫線をマークし、最遠位線を縫線に対して
垂直の歯列の反対側に移動させる。これはその側の水平構成要素インサート20の位置であ
る。
　・　水平変位インサート20をこの線に対して遠位に配置し、所定の位置に留め、次いで
弾性小隆起を有する垂直変位インサート22を水平変位インサート20の先端部に対して1mm
未満遠位に配置し、このインサート22の各脚を上方に再配置するための線を刻み付ける。
これを反対側にも行う。
　・　下部歯列上にワックスを塗り、咬合の正確さのために垂直変位を検査する。
　・　垂直変位インサート22を所定の位置に下方の歯13のできるだけ近くに配置し、頬側
に出っ張らないように、かさが低減されるようにする。
　・　反対側も配置し、咬合高径が規定の咬合から広がらないように、垂直変位インサー
ト22に他の方法で穴が形成されていないかどうか、咬合高径を再び検査する。これを行う
必要がある場合、使用するバーを鋭利にする必要があり、メスを使用してバリを取り除く
。取付け脚は完成した器具の部片を保持するものであるため、この脚を破壊しないように
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注意しなければならない。垂直構成要素22を咬合の上部咬頭にちょうど接触するように設
置し、これらの咬頭を損傷しないようにする。さもないと嵌合が影響を受ける。上部部材
12の穴は、咬合が確実に設定され、下部垂直変位インサート22の位置をワックスで固定す
るために必要である。
　・　ワックスを上部に塗り、咬合高径を検査する。
　・　水平変位インサート20を所定の位置に配置し、インサート20の正中背面が、咬合の
カンペル平面と一致すべきであると評価されているように歯列の咬合平面と一致している
ことを確認する。これらの構成要素にワックスを塗り、上部副子のワックス塗りを完了す
る。
　・　予備形成された前方および後方隆起部16、18を設計中に予め決定したように配置し
、下方副子14を完成する。前方隆起部18およびウェビングの正確な厚さを確保して、咬合
高径に影響を与えずに隆起部が機能するように注意しなければならない。
　・　上方および下方の副子12、14をそれぞれ装置の半分だけIvocapフラスコに埋没させ
る。
　・　装置10をエラストマーで処理する。
　・　処理後に装置10をトリミングする。これはタングステンカーバイドバーを選択し、
研磨ブラシを選択して行い、次いで適した溶剤を使用して仕上げ用うわぐすりを得る。
　・　装置10の嵌合および咬合記録の正確さを再度検査し、構成要素のキットを導入し、
装置の作成に使用した構成要素とマッチする構成要素をキットから装置に配置する。
　・　装置10が、サポート用印刷物、洗浄説明書、および洗浄浴、並びに一組の弾性材料
、装置を患者に支給するための歯科医手引書と共に送られる。
【００３２】
　歯科外科で患者に装置10が支給され、口への嵌合が検査され、操作者によって咬合が評
価され、患者に器具の挿入および手入れの方法が指示される。
【００３３】
　この実施形態の快適性および効果の重要な側面は患者による使用方法である。板12、14
は所望の前進を強制するように相互作用するものではなく、下顎を所望の前進位置に保持
し、ユーザがいくらか顎を動かすことができるようにするものである。装置の正しい嵌合
方法が患者に指示されることが重要である。
【００３４】
　当業者には理解されるように、広範に記載したように本発明の精神または範囲から逸脱
することなく、特定の実施形態で示した本発明にいくつかの変更および/または修正を加
えることができる。したがって、本発明の実施形態はあらゆる点で例示であり限定的では
ないと考えられたい。
【００３５】
　例えば、実施形態では板12、14が歯11、13の切歯面および臼歯の結節を覆っているとこ
ろが図で示されているが、歯を覆う材料の厚さは通常約1mm以下で非常に薄い。板12、14
の完全性がその場所の全範囲に及ぶ必要はなく、いくつかの場所で歯の咬合面が露出され
てもよい。
【００３６】
　さらに、上方板と下方板との特定の機械的係合を記載したが、本発明は、様々な柱の位
置付け、垂直および水平インサートの位置などを含む様々な機械的構成を包含するもので
ある。
【符号の説明】
【００３７】
　　10　下顎前進装置
　　11、13　歯
　　12　上方歯板
　　14　下方歯板
　　16　後柱
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　　18　前柱
　　20　水平変位インサート
　　22　垂直変位インサート
　　30、32　突起部
　　34　弾性ループ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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